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新型コロナウイルス感染症対策に係る経過 

１月３０日 ・「新型コロナウイルス緊急対策会議」を設置し、第１回会議を開催 

・「「新型コロナウイルス緊急対策会議 」の設置について」のコメントを発出 

２月 ５日 ・「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」を岸田自由民主党政務調査会長及

び杉田内閣官房副長官に提出 

２月１４日 ・「「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」の決定を受けて」コメント発出 

２月２１日 ・「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急提言」を岸田自由民主党政

務調査会長、高市総務大臣、加藤厚生労働大臣に提出 

２月２５日 ・「新型コロナウイルス緊急対策本部」を設置し、第１回本部会議を開催。 

・「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急声明」を発出 

２月２６日 ・「新型コロナウイルス感染症に係る医療の提供体制等に関する意見」を高市総務大臣に

提出 

２月２８日 ・「「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

等における一斉臨時休業」の要請を受けて」のコメント発出 

３月 ５日 ・第２回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催 

⇒ 「新型コロナウイルス感染症対策の医療体制等に関する緊急提言」、「新型コロナウ

イルス感染症対策のための学校の一斉臨時休業等に関する地域経済対策の実施に向

けた緊急提言」、「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業等に関する

教育及び放課後児童クラブ等に係る緊急提言」について議論 

⇒ 岸田自由民主党政務調査会長、西村内閣府特命担当大臣等に上記緊急提言を提出 

３月 ６日 ・「新型インフルエンザ等特別措置法の改正に関する緊急提言」を菅内閣官房長官に提出 

３月１０日 ・「「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第２弾-」の決定を受けて」のコメン

ト発出 

３月１３日 ・改正特措法成立を受け、「新たな国難（新型コロナウイルス感染症）打破へ、国と心を一

つに」のコメント発出 

３月１８日 ・西村内閣府特命担当大臣との意見交換開催 

⇒ 「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に係る緊急提言」、「新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する緊急提言」を提出 

・「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」を橋本厚生労働副大臣に提出 

・「新型コロナウイルス感染症対策に係る学校の一斉臨時休業等に関する緊急要望」を萩

生田文部科学大臣 

３月２０日 ・「新型コロナウイルス感染症対策本部の開催を受けて」のコメント発出 

３月２４日 ・「新型コロナウイルス感染症に伴う大胆な地域経済対策の実施について」を西村内閣府

特命担当大臣及び梶山経済産業大臣等に提出 

・「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期について」のコメント

を発出 
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３月２５日 ・新型コロナウイルス感染症に関する全国知事会と厚生労働省との意見交換会開催 

⇒ 加藤厚生労働大臣に「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制等の整備に係る緊

急提言」を提出 

・「教育活動の再開等に関する意見」を文部科学省に提出 

３月２６日 ・第３回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催 

 ⇒ 前日の意見交換会の状況を各都道府県に報告 

３月３０日 ・全国知事会社会保障常任委員会開催

 ⇒ 内閣官房、厚生労働省との意見交換 

・「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の経済対策の策定等に向けた緊急要

請」を西村内閣府特命担当大臣に提出 

４月 ２日 ・第４回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催（WEB） 

⇒ 「新型コロナウイルス感染症に打ち克つために～日本と地域を守る全国知事会宣

言～」、「新型コロナウイルス感染症に伴う大胆な地域経済対策の実施について」を議

論 

⇒ 上記宣言・緊急提言を、菅内閣官房長官、北村内閣府特命担当大臣、西村内閣府特

命担当大臣、高市総務大臣、加藤厚生労働大臣等に提出 

４月 ７日 ・「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の決定を受けて」のコメントを発出 

４月 ８日 ・第５回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催（WEB） 

⇒ 「打倒コロナ!危機突破宣言」、「緊急事態宣言を受けての緊急提言」を議論 

・打倒コロナ！危機突破宣言を発出 

・日本医師会との意見交換会（WEB） 

４月 ９日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 加藤厚生労働大臣及び西村内閣府特命担当大臣に「緊急事態宣言を受けての緊急提

言」を提出 

４月１１日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 西村内閣府特命担当大臣から基本的対処方針の改正（繁華街の接客を伴う飲食店等

への外出自粛要請）について説明 

４月１６日 ・「全国を対象とした「緊急事態宣言」の発令を受けて」のコメントを発出 

４月１７日 ・第６回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催（WEB） 

⇒ 「全国を対象とした緊急事態宣言の発令を受けての緊急提言」について議論 

・全国知事会と国との意見交換会開催 

⇒ 西村内閣府特命担当大臣に上記緊急提言を提出 

４月２１日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 西村内閣府特命担当大臣が４月１７日付け緊急提言に対する国の方針を説明 

４月２３日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 西村内閣府特命担当大臣及び加藤厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症対策

専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020 年４月22 日）

及び「人との接触を8割減らす、10のポイント」等を説明。全国知事会から西村大臣

及び加藤大臣に「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」を提出 
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・「ゴールデンウィーク緊急要請～みんなでいのちとふるさと・日本を守ろう～」発出 

４月２９日 ・第７回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催（WEB） 

⇒ 「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」を議論 

４月３０日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

⇒ 西村内閣府特命担当大臣及び加藤厚生労働大臣に上記緊急提言を提出 

５月 ４日 ・「「緊急事態宣言」の延長を受けて」のコメントを発出 

５月 ５日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

⇒ 西村内閣府特命担当大臣が緊急事態宣言の期間延長について説明、全国知事会から

西村大臣に「緊急事態宣言の期間延長を受けて」を提出 

５月１２日 ・第８回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議開催（WEB） 

⇒ 「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」及び「雇用調整助成金等に係る

緊急提言」を議論 

５月１３日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 西村内閣府特命担当大臣及び加藤厚生労働大臣に上記緊急提言を提出 

５月１４日 ・「「緊急事態宣言」の一部解除を受けて」のコメントを発出 

５月１５日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 西村内閣府特命担当大臣が緊急事態宣言の一部解除について説明 

・緊急事態宣言の一部解除を受けて、「コロナ克服への道」共同声明を発出 

５月２０日 ・第９回「新型コロナウイルス緊急対策本部」開催（WEB） 

⇒ 「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」及び「新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の『飛躍的増額』に向けた緊急提言」を議論 

・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

 ⇒ 北村内閣府特命担当大臣に上記緊急提言を提出 

５月２１日 ・「「緊急事態宣言」の一部解除を受けて」のコメントを発出 

５月２２日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

⇒ 西村内閣府特命担当大臣が緊急事態宣言の一部解除について説明、全国知事会から

西村大臣に「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」を提出 

５月２５日 ・「「緊急事態宣言」の全面解除を受けて」のコメント、「新型コロナウイルス感染症に伴う

更なる地域経済対策に向けた緊急提言」を発出 

５月２７日 ・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る国の第２次補正予算案の決定を受けて」

のコメント発出 

５月２８日 ・全国知事会と国との意見交換会開催（WEB） 

⇒ 西村内閣府特命担当大臣が緊急事態宣言の解除及び補正予算について説明、全国知事

会から西村大臣に「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急申し入れ」を提出 
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（参考）国の動向 

１月２８日 ・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が施行 

⇒ 新型コロナウイルス感染症について感染症法上の措置が可能に 

１月３０日 ・「新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置を閣議決定 

２月１３日 ・「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」（第１弾）を決定 

２月２５日 ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定 

２月２７日 ・新型コロナウイルス感染症対策本部において、安倍総理が、全国全ての小学校・中学校・

高等学校・特別支援学校について、３月２日から春休みまで臨時休業を行うよう要請 

３月１０日 ・「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」（第２弾）を決定 

３月１３日 ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナウイルス感染症が追加 

３月２６日 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２第１項及び第２項の規定により

読み替えて適用する第 14 条の規定に基づき、厚生労働大臣から内閣総理大臣に対し新

型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことを報告 

・特措法第 15 条第１項の規定に基づく政府対策本部の設置（閣議決定による本部（１月

３０日設置）から移行） 

４月 ７日 ・特措法第 32 条第１項の規定に基づき、首都圏、関西圏及び福岡の７都府県を対象とし

た緊急事態宣言の発令（５月６日まで） 

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ～」

（令和２年度補正予算（第１号））の閣議決定 

４月１６日 ・緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大

５月 ４日 ・緊急事態宣言の期間を５月６日までから５月３１日までに延長

５月１４日 ・３９県の緊急事態宣言を解除

５月２１日 ・３府県の緊急事態宣言を解除

５月２５日 ・特措法第32条第５項の規定に基づき、緊急事態解除宣言

５月２７日 ・令和２年度補正予算（第２号）の閣議決定


